
                       

令和８年３月 浜田市議会定例会議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 今回の補正予算は、島根県の物価高騰対策を受けて支給する住民税非課税世帯

への給付金に係る経費について調整を行うものです。 

 
 
 
 
 
■ 補正額は次のとおりです。 

（単位：千円） 

会  計  名 補正前の額 補 正 額 計 

一 般 会 計（第１０号） 46,294,888 231,553 46,526,441

 
 
 
 
 
■ 主な補正事項は次のとおりです。 

○住民税非課税世帯への給付金の支給に伴う調整 
・支給額：１世帯あたり３万円 

 

 

令和７年度 一般会計補正予算（第１０号）説明資料 

１．編 成 概 要 

２．予 算 規 模 

３． 補 正 事 項 
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１．歳入歳出予算総括表

( 歳   入 ) 〔単位：千円〕

補正前の額 補  正  額 計

16 県 支 出 金 3,072,853 231,553 3,304,406 231,553

46,294,888 231,553 46,526,441

( 歳   出 ) 〔単位：千円〕

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

3 民 生 費 12,573,891 231,553 12,805,444 231,553

46,294,888 231,553 46,526,441 231,553

款 説                   明

島根県低所得世帯緊急支援給付金支給事業費

歳入合計

款 補正前の額 補　正　額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源
一般財源

歳出合計

４．一般会計補正予算（第１０号）

（ 追　加 ）

千円

03 民 生 費 01

３．繰越明許費補正

款 項 事 業 名 金 額

社 会 福 祉 費
島 根 県 低 所 得 世 帯 緊 急 支 援
給 付 金 支 給 事 業

229,934

２．事業別の補正事項

1 新規 島根県低所得世帯緊急支援給付金支給事業 231,553 231,553 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 231,553 231,553

231,553 231,553 0 0 0

エネルギー・食料品価格等の物価が高騰する中で、特に
負担感が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給する
（県１０／１０）
○支給対象世帯：基準日（令和８年１月１日）において
　　　　　　　　世帯全員の令和７年度住民税均等割が
　　　　　　　　非課税である世帯
　　　　　　　　※住民税均等割が課税されている者の
　　　　　　　　　扶養親族等のみで構成される世帯は
　　　　　　　　　除く
○支給額　　　：１世帯あたり30,000円
○事業費の内訳：給付金　219,540千円
　　　　　　　　事務費　 12,013千円

（詳細はＰ3の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

231,553

番号
新規
区分

事業名及び事業概要 事業費 国県支出金

3 （民   生   費）

地方債 その他 一般財源

民生費 合計
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

#N/A 全体計画 7年度 8年度 9年度以降

231,553 231,553 0 0

231,553 231,553 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

事務事業名
島根県低所得世帯緊急支援

給付金支給事業
1

健康福祉部　地域福祉課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 7 年度 ～ 令和 7 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・明るい未来・中山間地対策

（1）事業の概要・全体計画等

　エネルギー・食料品価格等の物価が高騰する中で、特に負担感が大きい低所得世帯の負担を軽減するた
め、島根県からの補助金を活用し、給付金を支給する。

　令和7年12月16日に、強い経済を実現する総合経済対策を盛り込んだ国の補正予算が成立し、地方公共団体
が行う物価高対策を支援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が拡充された。
　これを受け、島根県から県内各市町村に対し、低所得世帯への給付金の支給を検討するよう要請があっ
た。

　物価高による負担が大きい低所得世帯に対して給付金を支給することで、生活の安定が図られる。

　【事業の概要】

　市民参加の実施　（有　・　無）　
　

総合振興
計画上の
位置づけ

まちづくり
の大綱 事業費

施策大綱 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当

その他（　　　 　　　　）

一般財源

名称 島根県低所得世帯緊急支援給付金

支給対象
世帯

基準日（令和8年1月1日）において、世帯全員の令和7年度
住民税均等割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構
　成される世帯は除く

支給額 1世帯あたり3万円

見込世帯数 7,318世帯

支給予定期間 令和8年4月～令和8年6月

・給付金
　7,318世帯×30,000円＝219,540,000円

・事務費　　　　　　　　12,013,000円

財源 県補助金：10/10

予算額
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